
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 長野県のひきこもり支援施策について 

 平成 31年２月の県・市町村共同によるひきこもり実態調査結果を受け、市町村・まいさぽ・サポステ等支援機関のほか、当事者、家族会との意見交換を踏まえ、部局連携により支援を行ってきたが、令和３年度の「今後のひきこもり支援のあり方検討会」の 

検討結果に基づき、令和４年度に実施する県の支援策を以下のとおり整理した。 

支援に係る課題 

県民文化部・健康福祉部・産業労働部・教育委員会 

※部局の記載がない施策は健康福祉部 

【支援人材の育成】 

支援者が不足。支援の見立てができる力を養う実践的な研修も含め

た人材育成機会も不足。スーパーバイザー的な人材も必要。 

【社会参加へ向けた居場所等の設置】 

居場所に対する理解が不足。また、県内には居場所が少なく、本人

に合った居場所が選択できるよう多様な居場所を増やすことが必要 

【ひきこもりに対する理解促進・普及啓発】 

行政が中心となり、当事者・家族のメッセージなどひきこもりへの理

解を深めるための発信を、様々な手段を使って行うことが必要 

（1）基本的な考え方１ 本人の意思と選択を前提とした、各人の状況に応じた支援：本人の考えを知ることに努め、個人の尊厳や意思を尊重しながら「その人らしい生き方を支える」ことを念頭に置いて支援していく 

（2）基本的な考え方２ 家族も含めて「つながり続ける」伴走型の支援：支援者が家族・本人支援から社会参加までのひきこもり支援の全体像を理解し、学童期から高齢期まで連携し寄り添いながらつながり続ける 

多様性を認め、地域で支え合う共生社会の実現 

取組の方向性と支援施策 

① 県民への普及 
啓発・理解促進 

⑥支援人材の 
育成推進 

②相談しやすい窓口 
設置と周知 

④継続的・伴走的 
支援体制構築 

③家族支援の 
充実と推進 

⑤多様な社会参加 
の場づくり 

誰もがそれぞれの違いを認め、尊重しながら、当事者や家族の抱える生きづらさや課題を「自分事」としてとらえ、支え合う社会をつくる 
 

目指す姿 

【ひきこもりやひきこもり支援に対する共通理解】 

ひきこもりを自己責任でなく社会の課題ととらえ、それぞれの人の 

生き方と尊厳を尊重しながら、共通認識をもち支援する必要がある 

【利用しやすい相談窓口設置とその周知】 

相談窓口がわからない方や、ひきこもりについて、相談をためらう方

がいる。相談しても適切な対応を受けられない場合がある。 

【家族支援に対する理解と支援の場】 

支援の第一段階である家族支援に対する重要性の認識が不十分。 

孤立している家族もいるが、「家族会」など支援・交流の場は不足。 

【本人・家族に継続的に寄り添う支援体制】 

福祉、保健、医療、教育等の分野や関係機関の連携による、ライフス

テージを通じた継続的支援ができる体制が構築されていない。 

目指す姿・基本的 
な考え方の共有 
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